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衆
議
院
議
員
川
田
悦
子
君
提
出
有
事
立
法
に
お
け
る
日
本
赤
十
字
社
の
役
割
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
（
以
下
「
法

案
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
号
は
、
公
共
的
機
関
と
し
て
日
本
赤
十
字
社
等
を
例
示
し
て
い
る
が
、
同
号
に
定
め
る
指
定

公
共
機
関
（
以
下
「
指
定
公
共
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
今
後
政
令
で
指
定
さ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
、
法
案
が
成

立
し
た
場
合
に
は
、
指
定
公
共
機
関
に
実
施
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
対
処
措
置
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ

の
後
に
整
備
さ
れ
る
個
別
の
法
制
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

日
本
赤
十
字
社
に
つ
い
て
は
、
日
本
赤
十
字
社
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
号
）
第
一
条
に
お
い
て
、
「
赤
十
字

に
関
す
る
諸
条
約
及
び
赤
十
字
国
際
会
議
に
お
い
て
決
議
さ
れ
た
諸
原
則
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
赤
十
字
の
理
想
と
す
る
人

道
的
任
務
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
さ
れ
、
ま
た
、
同
法
第
三
条
に
お
い
て
「
そ
の
自
主
性
は
、
尊
重
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
赤
十
字
国
際
会
議
で
決
議
さ
れ
た
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
運
動
の
基
本
原
則

に
お
い
て
は
、
赤
十
字
の
公
平
、
中
立
、
独
立
等
の
原
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
仮
に
、
日
本
赤
十
字
社
が
指
定
公
共
機
関
に
指
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
自
主
性
、
公
平
性
及
び
中
立
性

一



は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
今
後
の
個
別
の
法
制
の
整
備
や
そ
の
運
用
に
当
た
っ
て
、
こ
の
こ
と
に

配
慮
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
法
案
第
三
条
第
五
項
は
、
武
力
攻
撃
事
態
へ
の
対
処
に
係
る
基
本
理
念
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
直
ち
に
、
個
々

の
指
定
公
共
機
関
に
具
体
的
な
義
務
を
課
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二


